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平成24年12月行事予定表平成24年12月行事予定表

日 曜 県協会・建産連・土木施工管理技士会 建災防・建退共・厚年基金 協同組合・火薬協会・保証会社

１ ㊏

２ ㊐

３ 月 基金三井住友信託銀行年金セミナー
（福岡）  

４ 火 職長・安全衛生責任者教育
（５日まで清武）

５ 水

６ 木 九州建設業協会総務・経理担当職員研修
会（沖縄） 建災防木造建築パトロール 火薬類保安講習（宮崎）

７ 金

８ ㊏

９ ㊐

10 月

11 火

12 水 宮崎県建設業協会常務理事会及び県土整
備部との意見交換会 基金三菱UFJ信託銀行説明会（福岡）

13 木 基金三井住友信託銀行資産運用セミ
ナー（福岡）

14 金
車両系建設機械（整地・掘削）
運転技能講習（15日まで延岡）
災防団体連絡協議会（宮崎）

15 ㊏

16 ㊐

17 月 基金納入告知書発送

18 火

19 水 全国技士会事務局長会議（東京） 基金九地協宮崎部会役員会・事務職員
合同研修会（宮崎）

20 木

21 金 基金三井住友信託銀行平成25年度予算
編成事務説明会（福岡）

22 ㊏ 東九州自動車道開通式（都農～高鍋間） 

23 ㊐ 天皇誕生日 天皇誕生日 天皇誕生日

24 ㊊ 振替休日 振替休日 振替休日

25 火

26 水

27 木

28 金 仕事納め 仕事納め 仕事納め

29 ㊏

30 ㊐

31 月
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【訂正】
地　区　名 会　社　名 変更事項 変　更　前 変　更　後

宮 崎 ㈱ 栄 興 建 設 Ｔ Ｅ Ｌ
Ｆ Ａ Ｘ 0985 － 85 － 8889 0985 － 65 － 5988

※ 2012.11 月号に掲載

【代表者、組織、所在地等】
地　区　名 会　社　名 変更事項 変　更　前 変　更　後
日 南 若 松 建 設 ㈱ 代表者 渡　邉　和　子 渡　邉　秀　史
小 林 ㈲ 松 野 建 設 代表者 松　野　光　則 松　野　光　信
日 向 ㈲ 鈴 木 組 代表者 鈴　木　克　裕 鈴　木　美保子
延 岡 ㈱ 奈 須 組 代表者 奈　須　勇　一 奈　須　　　毅

県協会　会県協会　会　　員員　　のの　　動動　　きき（11月1日～30日）

平成25年１月行事予定表平成25年１月行事予定表

日 曜 県協会・建産連・土木施工管理技士会 建災防・建退共・厚年基金 協同組合・火薬協会・保証会社

１ ㊋
２ 水
３ 木
４ 金 仕事始め 仕事始め 仕事始め
５ ㊏
６ ㊐
７ 月
８ 火
９ 水

10 木 情報化施工と工事成績評定UPのポイント
セミナー（都城）

11 金 情報化施工と工事成績評定UPのポイント
セミナー（延岡）

小型車両系建設機械（整地・掘削）
運転特別教育（12日まで清武）

12 ㊏
13 ㊐
14 ㊊ 成人の日 成人の日 成人の日
15 火
16 水 基金納入告知書発送
17 木

18 金 宮崎県建設業協会常務理事会及び県との
意見交換会

基金企業年金連合会九州地方協議会総会（福岡）
車両系建設機械（整地・掘削）
運転技能講習（19日まで清武）

19 ㊏
20 ㊐
21 月
22 火
23 水
24 木

25 金 建設産業人材確保・育成推進協議会全国
担当者会議（東京）

高所作業車運転技能講習
（27日まで延岡）

26 ㊏
27 ㊐
28 月
29 火
30 水
31 木 建災防九州・沖縄地区ブロック会議（福岡）

【ホームページ】
項　　　　　　　　　目 所　　管 形　式

1 24年度「宮崎開催」住宅・建築関係事業者技術力向上支援講習
会のご案内

宮 崎 県 建 築
連 絡 協 議 会 html

　上記文書をご覧になる場合は、予め会員の皆様方に通知しておりますID及びパスワードが必要となります。
　当協会ホームページアドレスにつきましては、会報表紙をご覧ください。

県協会ホームページ・会員専用サイト掲載項目案内 （24.11月分）県協会ホームページ・会員専用サイト掲載項目案内 （24.11月分）
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宮崎県建設業協会

１．㈳宮崎県建設業協会　永野征四郎会長　「旭日小綬章」を受賞！
　去る11月３日（土）政府より平成24年度秋の叙勲受章者が発表され、建
設業関係として㈳宮崎県建設業協会の永野征四郎会長（永野建設㈱代表取
締役）が、顕著な功績を挙げた者に授与される建設業振興功労としての「旭
日小綬章」を受賞されました。叙勲伝達式は、11月７日（水）東京プリン
スホテルで行われ、皇居にて天皇皇后両陛下に拝謁、お言葉を賜りました。
　永野会長は、「口蹄疫等の災害発生時には、県内の建設業者が一体となっ
て被害の拡大防止に取り組んできた。今回の叙勲は本県の建設業界全体で
受賞したもの。」と喜びを語り、「県民の安全・安心を確保するために健全
な社会資本の整備は必要。今後も建設業が良い方向に向かっていくよう尽
力するとともに、後進の育成等にも努めていきたい。」と決意を新たにされ
ました。
　この栄えある受賞、誠におめでとうございます。

【功労概要】
◇主な略歴
昭和50年４月　永野建設株式会社　代表取締役就任
　　　　　　　現在に至る
平成10年４月　日南地区建設業協会会長就任
　　　　　　　現在に至る
平成12年５月　社団法人宮崎県建設業協会副会長就任
平成13年４月　㈳熊本林業土木協会会長就任
　　　　　　　現在に至る
平成17年２月　㈳日本林業土木連合協会会長就任
　　　　　　　（２期３年）
平成20年５月　社団法人宮崎県建設業協会会長就任
　　　　　　　現在に至る
平成22年５月　九州建設業協会会長就任　　　　　　（１期２年）
平成22年５月　社団法人全国建設業協会副会長就任　（１期２年）
平成22年５月　社団法人全国建設産業団体連合会副会長就任（１期２年）

◇主な賞歴
平成７年２月　宮崎県知事表彰受賞（森林土木事業）
平成16年５月　宮崎県知事表彰受賞（地域商工業振興）
平成17年７月　国土交通大臣表彰受賞（建設業振興功労）
平成18年11月　黄綬褒章受章（建設業振興功労）
平成24年11月　旭日小綬章受賞（建設業振興功労）

叙勲伝達式

永野征四郎 氏
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２．第８回常務理事会を開催
　平成24年11月19日（月）午後１時30分、建設会館２階
「委員会室」において、全役員出席のもと開会された。
　議題については次のとおり。
　議題１　県との意見交換会について
　樫村事務局長が資料１に基づき説明を行い「入札制度
改革前後の年齢別雇用状況等調査」アンケートについて、
意見交換会の資料として県に提供することを諮り承認さ
れた。
　常務理事から、意見交換会がマンネリ化して、本会か
ら出された提案事項に対する県の回答も不十分であるた
め、県に対して対応を求めたいとの意見が出された。
　その件については岡田専務が、事務局が年度末に意見交換会の検証を計画して県と打ち合わせをした
いと説明して承認された。
　議題２　宮崎県議会への資料提出について
　岡田専務が資料２に基づき、「入札制度改革についてのアンケート調査」と「入札制度改革前後の年
齢別雇用状況等調査」の結果を宮崎県議会自民党会派への資料提供を諮ったところ承認された。
　常務理事から、県議会だけでなく、知事とも直接意見交換会ができないかとの意見が出され、その件
についても事務局が、県土整備部管理課と折衝することが承認された。
　議題３　衆議院選挙推薦依頼状について
　樫村事務局長が資料３に基づき、衆議院選挙立候補予定者から本会宛てに推薦依頼状が届いたことを
報告して対応を諮ったところ、推薦は自民党候補者に限ること、３項目（①事業量増加②労務費調査見
直し③歩掛り見直し）について政策協定を行うことの条件付きで推薦することが承認された。また、地
区協会も同一対応を行うことが決定した。
　議題４　労務費調査最終対策説明会の実施結果について
　大谷課長が資料４に基づき、10月23日に労務費調査の最終説明会を実施したところ、国と県工事を
受注した業者のうち80名が参加したことを報告した。
　議題５　その他
⑴　九州地方整備局主催第１回ＷＧの報告について
　竹尾会長が、第１回ＷＧは①防災協定②イメージアップ③書類の簡素化の３テーマについて、２月
までに九地整で対応できるものと、国が対応するものとに纏めて、第２回ＷＧで具体的に進展するこ
と。また、ＷＧに対して九地整の本気度が感じられたことが報告された。
⑵　金融円滑化法期限切れに伴うセミナー申込み状況報告について
　標記セミナーについて、樫村事務局長が、本会会員から10社、建産連から３社、合計13社から申
込みを受け付けていることを報告した。
⑶　日本一「宮崎牛」県民感謝祭について
　樫村事務局長が資料５に基づき、11月23日（金）に県民感謝祭が開催されるため、本会から永野
会長と事務局が参加することを報告して、各地区協会長の参加を案内した。
　議題６　次回常務理事会の開催日について
　前回の常務理事会で決定したとおり、次回の常務理事会は12月12日（水）に開催すること。１月は
１月18日（金）に開催することが決定した。

第８回常任理事会
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　議題７　永野会長叙勲祝賀会について
　川上副会長が発起人代表として、叙勲祝賀会の日時を衆議院選挙期間中であるので、12月12日（水）
から12月20日（木）に延期したこと、案内状は合計754先に郵送すること、本会関係は、全協会員と地
区協会の事務局長等で546名に案内するが、各地区協会の役員は参加していただきたい旨の依頼及び報
告を行った。
　以上、すべての議題を協議して終了した。

３．第８回宮崎県県土整備部との意見交換会を開催
　平成24年11月19日（月）午後３時00分、建設会館５階「会議室」において開催された。出席者は次
のとおり。
　◇県土整備部

管理課：江藤部参事兼課長、田村課長補佐、高妻主幹、串間主幹、宮田主査
技術企画課：前田課長、木下課長補佐、森主幹、原口主幹、岩切主幹、日高主査

　◇宮崎県建設業協会
永野会長、山﨑・川上・谷口副会長
淵上・林・仁科・河野・甲斐・竹尾常務理事

　開会にあたり永野会長が「11月21日に定例県議会が開
会されて、また、12月は衆議院選挙も行われるが、建設
業に目を向けた国政と県政を期待したい。本日も有意義
な意見交換会をお願いしたい。」と挨拶した。
　続いて江藤管理課部参事兼課長より「11月県議会では
公共事業に補正予算は付かない。また、国の予備費活用
対策は防災と減災が目的のため、港湾と河川には追加内
示があったが道路には付かなかった。第２弾の予備費活
用対策で国交省に要望を出しているため期待したい。」
と挨拶された。
　議事に移り、前田技術企画課長が、資料に基づき提案
事項の説明を行った。
　総合評価落札方式の土木一式工事について、若手技術
者を育成するために評価項目の「企業の取組」の「ＶＥ
の採用実績」を「若手技術者の育成」に置き換えて、平
成25年度から全県一区により年間数件発注する予定であ
るが、協会としての意見を頂きたい旨説明。本提案につ
いては、12月の意見交換会で本会の意見を回答すること
になった。
　永野会長が議長になり、意見交換会に移った。
　本会から出された意見は次のとおり。
①　提案事項について、配置する若手技術者は現場代理
人ではなく、現場技術者にしたらどうか。
②　提案事項について、若手技術者を配置できない業者は結局工事が取れないわけで、さらに２極化が
進む。

永野会長挨拶

江藤課長挨拶
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③　提案事項について、技術評価を変えるだけではなく、
若手が入職できるような総合的な改革が必要である。
　本日土木農林・労務資材対策委員会が開催されて、出
された意見として、
１）労務費は国全体の問題であるが、県の現場担当者
も職種を理解するよう指導いただきたい。
２）林道工事において、杉等の伐採が必要な場合は、
森林土木の歩掛りではなく、見積書を徴求してもら
いたい。
３）交通誘導員の人数を積算上の数量でしか見ない担
当者がいるため、実際の配置人数と違う。また、発注者が休日のとき誘導員は積算できないのはお
かしい。
４）産業廃棄物処理数量を撮影しても、担当者は数量が増えて当たり前の感覚であるため、マニフェ
スト伝票での精算をお願いしたい。
５）特殊工事の最低保証数量を細分化してもらいたい。
６）公共３部で工事の検査方法が違うため、検査を各部ごとに元に戻してもらいたい。
④　過去の意見交換会で出された意見の回答を時限付きで頂きたい。
⑤　産業開発青年隊について、土木専門の短期大学に認定してもらえたら有り難い。以前は県の直営だ
ったため、県及び市町村は隊員を技術職として優先採用してもらいたい。
　県の回答は次のとおり。（上記番号と下記番号は連動しておりません）
①　総合的な改革は必要であるが、早くやれることから着手したい。予定価格を引き上げる努力はしたい。
②　土木農林・労務資材対策委員会で出された意見の回答として、職種の間違いは、労務費調査に与え
る影響が大きいので、必ず現場で確認するように指導したい。
③　見積もりをすることが基本であるため指導したい。
④　現場において交通指導員が要なのか不要なのか、の中で判断したい。
⑤　マニフェスト伝票通りで指導したい。
⑥　割り増し的な話であるため、検討したい。
⑦　検査基準が根本的に違う部分は統一することが困難。別々の部が一緒に評定して、検査担当者に内
容の確認を行いバラツキの原因を直したい。
　以上、意見交換会を終了した。

意見交換会①

意見交換会② 意見交換会③
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４．平成24年度建設雇用改善推進表彰式開催される
　11月７日（水）、平成24年度建設雇用改善推進表彰式を、社団法人
宮崎県建設業協会（以下、県協会）と宮崎県建設産業団体連合会（以下、
建産連）の２者共催により、建設会館５階「会議室」において開催した。
　まず始めに、川上県協会副会長（永野会長代読）より受賞者へ敬意
と感謝を述べられ「建設業界は大変厳しい状況であるが、その厳しい
状況においても、本日受賞される皆様方は、日頃から雇用の安定並
びに改善に尽力され、他の模範となっている。今後も業界発展のため、
尚一層励んでいただきたい。」と挨拶され、下記受賞者に対して、川
上副会長並びに蒼森建産連副会長より、それぞれ表彰状と記念品が
贈呈された。
　この表彰は、国が定めている11月の建設雇用推進月間に併せて実
施するものであり、建設労働者の雇用の改善に努力され、その成果を
上げられた事業所並びに功績のあった功労者を表彰することにより、
雇用改善の推進、雇用の安定の気運の醸成に資することを目的とし
た表彰である。
　受賞者は次のとおり。
１　宮崎県建設業協会会長表彰
【優良事業所表彰】
　㈱　淵　上　組　　代表取締役　淵上　鉄一（小林市）
　㈱　小　倉　組　　代表取締役　小倉　雄二（国富町）
　㈱　奈 須 建 設　　代表取締役　奈須　宏通（高千穂町）
【役員功労者表彰】
　河　野　義　也　〔　松浦建設㈱　代表取締役（串間市）〕
　黒　木　耕　作　〔　㈱ 黒 高 組　代表取締役（日向市）〕
　小　野　年　廣　〔　東栄建設㈱　代表取締役（延岡市）〕
【若年功労者表彰】
　菅　原　大　幸　〔　㈱ 岡 﨑 組　（宮崎市）〕
　岡　﨑　優　作　〔　㈲平部建設　（日南市）〕
　𠮷　原　直　弥　〔　高野建設㈱　（都城市）〕
　河　野　祐　貴　〔　河野建設㈱　（西米良村）〕
　押　川　雅　史　〔　㈱増田工務店　（高鍋町）〕
２　宮崎県建設産業団体連合会会長表彰
【優良事業所表彰】
　河野板金工業㈲　　　　　　代表取締役　河野　清見（串間市）
　㈲福島測量設計調査事務所　代表取締役　福島　　俊（西都市）
【役員功労者表彰】
　松下　進一〔㈲松下建設　　　　　　代表取締役（宮崎市）〕
　濱砂　英雄〔㈲大東建築設計事務所　代表取締役（宮崎市）〕

５．建設雇用改善優良事業所県知事表彰
　　に㈱桜木組が受賞！
　去る11月２日（金）に県庁知事室において、建設雇用改善優良事
業所表彰が執り行われ、本会の理事である株式会社桜木組（代表取
締役　櫻木博巳）が受賞され、河野県知事より、表彰状と記念品が
贈られた。
　この表彰は、建設労働者の雇用の改善等について、積極的な活動
を展開し、その成果がみられる中小建設事業所に対し、その努力と
功績をたたえるとともに、これを県民一般に周知して建設労働者の
雇用の改善に資することを目的とした表彰である。

川上副会長挨拶 (会長代理 )

優良事業所協会長表彰

役員功労者協会長表彰

若年功労者協会長表彰

優良事業所・功労者連合会長表彰

優良事業所県知事表彰
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６．平成24年度現場見学会（雇用改善推進事業：入職促進事業）を実施
　本会主催による現場見学会を、関係機関、建設業者の協力を得て、県内工業系高等学校の１年生を対
象に、11月12日から20日にかけて実施（都城工業高等学校の１年生は７月16日（水）に実施）した。
３校の生徒ら総勢121名が５現場（受入先７社）見学し、ものづくりの魅力を肌で感じ取っていた。新
相生橋上部工事の現場においては、現場の計らいにより、鉄筋の結束作業を生徒全員に体験させ、生徒
は作業に夢中になっているのが伺え、貴重な体験となった。
　現場見学会は、基幹産業としての建設業の活動状況、魅力等について、高等学校等の生徒、生徒の保
護者及び教師に地域社会の建設現場等を実地に見学してもらい、建設業への理解を深めながら少子、高
齢化社会への若年建設従事者の入職や定着促進を図ることを目的として平成３年から実施しているもの
である。
　見学先については、下記のとおり。

現場見学会（日向工業高等学校）

１．実施高校　日向工業高等学校　建築科　１年生　40名（うち女子０名）教師　２名
２．実 施 日　平成24年11月12日（月）
３．見 学 先
　　①宮崎商業高校武道場建設主体工事

・施工業者　㈱桑原建設
・発注先　宮崎県県土整備部営繕課

現場見学会（宮崎工業高等学校）

１．実施高校　宮崎工業高等学校　建築科　１年生　40名（うち女子７名）教師　３名
２．実 施 日　平成24年11月15日（木）
３．見 学 先
　①児湯るぴなす支援学校高等部校舎棟建設主体工事
　　・施工業者　㈱志多組
　　・発 注 先　宮崎県県土整備部営繕課

　②宮崎商業高校武道場建設主体工事
　　・施工業者　㈱桑原建設
　　・発 注 先　宮崎県県土整備部営繕課

現場1　宮崎商業高校武道場建設工事①

現場3　児湯るびなす校舎棟建設主体工事① 現場4　児湯るびなす校舎棟建設主体工事②

現場5　児湯るびなす校舎棟建設主体工事③

現場6　宮崎商業高校武道場建設主体工事

現場2　宮崎商業高校武道場建設工事②
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現場見学会（宮崎農業高等学校）

１．実施高校
　　宮崎農業高等学校　環境システム科　１年生　40名（うち女子１名）教師　２名
２．実 施 日　平成24年11月20日（火）
３．見 学 先
　①東九州自動車道芳ノ元トンネル工事（芳ノ元排水トンネル新設工事）
　　・施工業者　五洋建設㈱（梅林建設㈱）
　　・発 注 先　九州地方整備局（宮崎河川国道事務所）

　②ランバー宮崎協同組合
　　木造住宅構造材のＣＡＤシステムによる加工等の見学

　③宮崎西環状線松橋工区(仮称)新相生橋上部(P1張出)工事
　　・施工業者　ピーエス三菱・山﨑・岡﨑特定ＪＶ
　　・発 注 先　宮崎県県土整備部宮崎土木事務所

現場7　芳ノ元トンネル工事①

現場10　ランバー宮崎①

現場13　新相生橋上部工事① (全体説明 )

現場16　新相生橋上部工事④ (鉄筋結束作業実技 )

現場 8　芳ノ元トンネル工事②

現場11　ランバー宮崎②

現場14　新相生橋上部工事② (全体説明 )

現場 17　新相生橋上部工事⑤ (記念撮影 )

現場 9　芳ノ元トンネル工事③

現場12　ランバー宮崎③

現場15　新相生橋上部工事③ (鉄筋結束作業説明 )

現場 18　新相生橋上部工事⑥ (集合写真 )
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７．平成25年度宮崎県産業開発青年隊隊員募集について
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８．住宅セーフティネット整備推進事業について
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http://www.minkan safety net.jp
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９．下請債権保全支援事業が平成25年3月31日まで延長されました！

03 5253 8281 011 241 8654

03 3286 2260

03 4284 1250

03 5640 8695

03 3545 8562

03 5444 1522

03 3251 8392

03 5253 8281

011 738 0233

022 225 2171

048 600 1906

025 370 6571

052 953 8572

06 6942 1071

082 511 6186 03 5209 6740

06 6578 1650

06 6543 2843

082 511 6186

087 811 8314

092 471 6331

098 866 1910

03 5473 4575
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10．地域建設業経営強化融資制度が平成25年3月31日まで延長されました！

http://www.kensetsu kikin.or.jp/saimu/keieikyouka.html

03 5253 8281

011 738 0233

022 225 2171

048 600 1906

025 370 6571

052 953 8572

06 6942 1071

011 221 2092
03 3545 5125
06 6543 2944

082 511 6186

087 811 8314

092 471 6331

098 866 1910

03 5473 4575
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雇用改善コーナー

１．宮崎県産業開発青年隊への求人申込みについて
 平成24年11月１日　

 宮崎県建設技術センター　　　　　　　
 （指定管理者：学校法人宮崎総合学院）　
 センター長　中　戸　正　一　

平成24年度宮崎県産業開発青年隊員への求人について（依頼）

　時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　宮崎県産業開発青年隊の教育ならびに就職につきましては、日頃よりご協力いただき誠にありがとう
ございます。
　さて、平成24年度宮崎県産業開発青年隊は、現在、施工管理課程（１年）隊員17名、専攻課程（２年）
隊員６名が建設技術者になるべく、日夜勉学に励んでいるところであります。
　本年度も、県内への就職を希望する隊員がおります。産業開発青年隊の教育趣旨をご理解いただき、
是非求人の申し込みをしていただくようお願い致します。

記
１　手続き先　　各地区のハローワーク
　　　　　　　　※手続き終了後、求人票の写しを建設技術センターまで提出してください。
　　　　　　　　（ＦＡＸでも構いません。）
２　注意事項　　求人申込書の学歴欄に、産業開発青年隊修了見込みの者と必ず明記してください。
３　問合せ先　　宮崎県建設技術センター　指導係長　下川　泰雄
　　　　　　　　　　　　　　　E-mail：ke-shimokawa@msg.ac.jp
　　　　　　　　住　　所　〒889-1602　宮崎県宮崎市清武町今泉丙2559-1
　　　　　　　　電話番号　0985-85-1600　　　FAX番号　0985-85-2991
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•
•
•

( ) 

２．障害者の法定雇用率が引き上げられます！
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平成 24 年４月１日現在

３．中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金
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平成 24 年４月１日現在
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協 同 組 合

１．第30回九州各県建設業協同組合理事長並びに専務理事・
　　事務局長研修会
　10月24日（水）15時より、宮崎観光ホテル東館２階「大虹の間」において、当組合主催での研修会
が開催されました。
　この研修会は来賓を招き、九州各県の組合（連合会）
での問題点や事業等での意見交換を目的として開催さ
れました。
　会は、林理事長の挨拶で始まり、その後研修会が行
われました。
　来賓及び研修内容は、次のとおりです。

１．来　賓
国土交通省　土地・建設産業局　建設市場整備課
国土交通省　九州地方整備局　建政部
一般財団法人　建設業振興基金
全国建設業協同組合連合会

２．研修事項
国土交通省　土地・建設産業局　建設市場整備課
「最近の建設業を巡る動きについて」
一般財団法人　建設業振興基金
「債務保証事業について」
全国建設業協同組合連合会
「全国建設業協同組合連合会の活動状況について」
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２．金融事業のご案内
１．建設工事資金融資制度の概要・流れ
　　利用できる対象工事

　　　県（特定・経常ＪＶを含む）・市町村・公社等  
の発注した公共工事

　　　国・公団・事業団等

①　元請が、発注者から将来受け取る工事請負代金の債権を協同組合に譲渡する。

②　元請が、発注者に対して債権譲渡の承諾申請を行う。

③　元請が工事請負代金の債権を協同組合に譲渡することに対し、発注者が承諾を行う。

④　協同組合は、当該譲渡債権を担保とし、出来高の範囲内で元請に融資する。

⑤　協同組合は、発注者に対して譲り受けた工事請負代金の請求をする。

⑥　発注者は、債権譲受人である協同組合に工事代金を支払う。

２．制度の手続き
○　所定の債権譲渡契約書、借入申込書等を提出していただくだけです。

　　必要書類用紙は、各地区（市）建設業協会にございます。

○　貸付金利は、貸付け金額に応じ、年２．２％～２．８５％です。

　　※事務手数料０．０７％～０．１５％が加算されます。金利は情勢により変動します。

貸 付 金 額
500万以下 500万超～ 2,000万超～ 3,000万超～ 3,000万超～ １億円超

　 2,000万以下 3,000万以下 5,000万以下 5,000万以下 　

金　　 利 2.20% 2.85% 2.85% 2.85% 2.60% 2.50%

事務手数料 0.15% 0.14% 0.13% 0.12% 0.08% 0.07%

３．制度の特色
　＊早い　借入申込後、数日で貸付けが受けられます。

　＊便利　出来高の範囲内で、必要な時に必要な額を何度でも貸付が受けられます。

県・宮崎市・串間市・小林市・えびの市
上記の発注工事については保証人不要です。
県発注の手続き書類と同様になります。（工事履行報告書の提出が必須。）

ＨＰにも詳しく記載しています。ご不明な点等がございましたらお問合せください。

宮崎県建設事業協同組合
〒880-0805　宮崎県宮崎市橘通東２丁目９－１９　宮崎県建設会館２階

　　　　　　　 TEL.0985-23-3691　FAX.0985-23-3599

　　　　　　　 URL http://www.mk-net.or.jp　E-mail info@mk-net.or.jp
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１．「監理技術者講習」について

　平成24年度宮崎地区での(一社)全国土木施工管理技士会連合会主催の「監理技術者講習」は終了しま

した。

　「監理技術者講習」につきましては、平成22年５月の「事業仕分け」において、「監理技術者資格者証」

の交付の廃止と義務として「監理技術者講習」の廃止が出されました。

　これを受けて国交省は「技術者制度検討会」を設置して技術者制度のあり方全般について検討を行い、

必要な資格等を有し雇用関係の明確な技術者を専任制も含めて発注者が容易にアクセスし確認できるし

くみとして「技術者データベース」の整備を打ち出しています。

　この技術者データベースには、今まで「監理技術者資格者証」に記載されていた項目のほか、過去の

工事実績や海外工事の実績、民間資格や継続教育（CPD）の記録なども含めることのほか、主任技術者

についても任意ではあるが、登録することなどが検討されることになっています。

　今後さらに検討され、その後「建設業法の改正」を経て新たな技術者制度として施行されるまでは、

（一社）全国土木施工管理技士会連合会は平成25年度も引き続き、監理技術者講習を実施していきます。

　宮崎での開催は、５月、８月、11月の３回、会場は宮崎県建設会館で計画します。

２．平成24年度 第２回技術委員会の報告

　今年度の第２回技術委員会を平成24年10月16日(火)開催しました。今年度のテーマは、平成21年３月

に刊行されました「土木工事質疑応答集の実効性について」でした。この本が刊行されましてから共通

仕様書や管理基準の変更、工事書類簡素化によりまして、内容が一部現実にそぐわないものもでてきて

おります。また、県から回答いただいた項目が現場で実際に運用されているかを再確認したいと思いま

す。質疑応答集につきましては、国から県の公共３部にわたり多岐の項目について記載されております

が、まずは、県土整備部分の138項目につきまして見直しをしたいと思います。技術委員が支部に持ち

帰って検討することになりましたので、各支部の委員の皆様におかれましては検討方よろしくお願いし

ます。

技　士　会
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建　退　共

１．被共済者の住所明記が義務づけられました！
　建退共の被共済者の皆様に退職金を確実に受け取っていただくため、施行規則が改正され、共済手帳
の申請、更新時に被共済者の住所が必須の記載事項となりました。
　したがって、旧申請書（複写式）の様式では申請できませんのでご注意ください。
　※住所記載が必要な申請書
　　•「共済手帳申込書」（最初の手帳申込書）様式００２号
　　•「掛金助成手帳証紙貼付満了による更新申請書」
　　　　（２冊目への手帳更新）様式００６号
　　•「証紙貼付満了による手帳更新申請書」
　　　　（３冊目以降への手帳更新）様式００５号

　※建退共に関する申請様式の多くは、インターネットでダウンロードできます！
　　＝ダウンロードの方法＝
　　•検索サイトに【建退共】と入力します。
• “建設業退職金共済事業本部トップページ”を開いて「ダウンロード」を選択し、「１．各種申請書」
の中から必要とする様式と、その記入例をダウンロードすることができます。

※上記の共済手帳申込書、更新申請書については、パソコンで氏名、住所などを直接入力できる様式
もあります。

２．ダウンロードできない様式について
　次の様式はダウンロードできませんので、お近くの地区建設業協会または宮崎県支部で受け取ってく
ださい。
　※住所等をご連絡いただければ、宮崎県支部から郵送します。
　○『退職金請求書』（様式００７号）
　　•薄い黄色の用紙で、２枚目に記入例があります。
•請求できるのは、本人（または遺族）のみです。請求書に、銀行で振込口座の確認印を受け、住
民票を添付して提出してください。

　　•振り込みは、宮崎県支部から東京本部へ手続きしてから約一か月後です。

　○『加入•履行証明書』（経営事項審査申請用、入札参加資格申請用の２種類）
　　•２枚複写となっています。
　　•発行手数料は200円（郵送の場合は小為替）です。
　　•手続きする際の添付書類

共済手帳受払簿、共済証紙受払簿、掛金収納書（銀行確認）の写し
証紙受領書の写し（元、下請間で受け渡しがある場合）
郵送で申請する場合は返信用封筒（大きさに応じた切手を貼付してください。）

　※ご注意
　手帳の更新が適正に行われていない場合や、添付書類がそろっていない場合は、証明書の発行は
できません。
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厚生年金基金

３．建退共宮崎県支部取扱状況（10月分）
建退共宮崎県支部　

　　 区分
月別   　

共　　済
契約者数 被共済者数 　　 　区分

月別 　  　
手帳更新
状　　況 退職金支給状況 掛金収納状況

（9月の状況）

9月末計
社 名

前年度累計
冊 件 千円 千円

3,067 47,604 391,458 44,192 26,232,759 112,514,713

加　　入 2 128 当　月　分 726 87 61,006 68,864

脱　　退 25 111 24　年　度　分 4,957 820 707,270 308,371

10月末計 3,044 47,621 累　　　計 396,415 45,012 26,940,029 112,823,084

１．事　業　概　況（10月分）
１．適　用 (平成24年10月末現在)

設 立 事 業 所 数
加　　入　　員　　数

男 女 計

310 社 3,592 554 4,146

２．給　付

　⑴　老齢年金給付及び一時金の裁定状況（平成24年度） （金額：円）

当　　　月　　　分 年　　度　　累　　計

件数 金　　　額 件数 金　　　額

退職年金
新規裁定 26 8,261,500 202 58,473,400 
失 権 者 16 2,538,000 68 9,798,100 

選 択 一 時 金 13 9,814,000 61 43,224,500 
脱 退 一 時 金
（企業年金連合会移換を含む） 24 3,224,400 168 23,357,800 

遺 族 一 時 金 0 0 3 403,000 

　⑵　年金受給権者数 （金額：円）

件 数 年　金　額
内　　　　　訳

全 額 支 給 一 部 支 給 全 額 停 止
件数 年　金　額 件数 年　金　額 件数 年　金　額

5,827 1,218,030,600 5,730 1,171,356,400 42 25,939,100 55 20,735,100 

３．保有資産（時価）
年金給付等積立金 13,082,648,551 円
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建　災　防

１．「年末年始建設業労働災害防止強調運動」について！

　公共工事等の最盛期で労働災害の多発が懸念される年末年始の祝祭日をはさんだ（平成 24 年 12
月１日～平成 25 年１月 31 日）を「年末年始建設業労働災害防止強調運動実施期間」と定めて宮崎
労働局、国、宮崎県とともに建災防宮崎県支部が実施機関として「労働災害防止の徹底」を図るた
めの運動を展開するものです。
　会員各位におかれましては、「年末年始建設業労働災害防止強調実施期間実施事項」に基づいた
安全衛生教育及び経営首脳による安全パトロール等を実施され「店社及び現場の安全衛生水準の向
上」を図って頂くようお願いします。

１　目　的
　宮崎県内の建設業における死亡災害は、長期的にみて年々減少傾向にあり、平成15年度を初年度とす
る宮崎労働局第10次労働災害防止推進計画（以下「第10次防」という。）期間中の死亡者数は33人であ
るところ、平成20年度を初年度とする宮崎労働局第11次労働災害防止推進計画（以下「第11次防」と
いう。）期間中の死亡者数は９人（平成24年10月末現在、以下同じ。）と、大幅に減少している。また、
同様に、休業４日以上の死傷災害についても、第10次防期間中の1,327人が、第11次防期間中において
は981人と大幅に減少しているところである。
　しかしながら、本年についてみると、死亡災害は１件にとどまっているものの、休業４日以上の死傷
者数は153人と、前年同期と比較して約28％増加している状況にある。また、建設業における労働災害は、
製造業に次いで多く発生し、全産業の約20％を占め、他産業と比較して、死亡災害や重大災害の発生率
も高くなっていることから、産業全体の労働災害の増加に歯止めをかける意味においても、建設業にお
ける労働災害防止対策を積極的に推進することが重要である。
　また、県内の建設工事現場においては、墜落・転落災害及び建設重機（車両系建設機械、移動式クレー
ン等）による災害が増加している。それぞれの災害の最近の特徴としては、墜落・転落災害は、足場か
らの墜落・転落に加え、スレート、波板等の踏み抜きや屋根、梁、桁等からの墜落・転落災害が増加、
建設重機による災害は、資材搬入の時の移動式クレーンによる災害、ドラグ・ショベルとの接触による
災害が増加している。とりわけ、建設重機による災害においては、経験５年以上を有する中高年齢層の
労働者が被災する割合が増加している。
　特に、年末から年度末の工事完了を急ぐ時期においては、労働災害の多発が懸念されることから、本
年の労働災害傾向を踏まえた安全管理への一層の取組が重要となっている。
　以上から、年末・年始時期を中心とした12月１日から１月31日までの期間、関係行政機関、労働災
害防止団体及び事業者が一体となって、下記４の重点事項を中心とした労働災害防止活動を積極的に推
進し、もって建設労働災害防止の徹底を図る。
２　実施期間
　平成24年12月１日から平成25年１月31日
３　主唱者
◎　厚生労働省宮崎労働局
　　（宮崎労働基準監督署、延岡労働基準監督署、都城労働基準監督署、日南労働基準監督署）
◎　国土交通省九州地方整備局
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　　（宮崎河川国道事務所、延岡河川国道事務所、宮崎港湾・空港整備事務所）
◎　農林水産省九州農政局（尾鈴農業水利事業所、西諸農業水利事業所）
◎　宮崎県（県土整備部、農政水産部、環境森林部、宮崎県企業局）
◎　建設業労働災害防止協会宮崎県支部
◎　公益社団法人建設荷役車両安全技術協会宮崎県支部
４　重点事項
⑴　安全管理体制の整備等
　•統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者等の選任と的確な職務の推進
　•安全衛生教育の推進
　•車両系建設機械の運転等の就業制限業務に係る資格確認の徹底
　•「現場代理人による『安全現場宣言運動』」への取組
⑵　墜落•転落災害防止対策
　ア　足場からの墜落•転落災害防止対策
　　•法令等に基づく墜落防止措置を講じた足場の設置
　　•足揚の組立て等作業主任者の選任と的確な職務の遂行
　　•法令に適合した昇降設備の設置及びはしご・脚立の適正使用
　イ　屋根、母屋、梁、桁等からの墜落・転落災害防止対策
　　•屋根等で足場を設置できない場所での墜落防止措置（親綱設置と安全帯使用）の徹底
⑶　建設重機災害防止対策
　•有資格者による運転操作の徹底
　•建設重機の転落、転倒防止対策（路肩等における誘導者の配置等）の徹底
　•建設重機との接触防止措置の徹底（危険箇所への立入禁止、誘導者の配置、合図の徹底等）
　•主たる用途以外の使用制限の遵守
　•転倒時保護構造を有する車両系建設機械の導入及び当該機械運転中のシートベルト着用の推進
⑷　崩壊•倒壊災害防止対策
　•地山掘削作業における作業計画の作成及び計画に基づく掘削作業の実施
　•地山掘削作業における掘削面のこう配基準の厳守
　•地山掘削作業主任者の選任と的確な職務の遂行
　•土止め支保工の適切な組立て及び点検の実施
５　主唱者の実施事項
⑴　主唱者の連携による実施事項
　•建設工事現場への合同安全パトロールによる指導
⑵　関係行政機関及び団体の実施事項
　①　厚生労働省宮崎労働局
　　　（宮崎労働基準監督署、延岡労働基準監督署、都城労働基準監督署、日南労働基準監督署）
　　•集中的な監督指導等の実施
　　•ホームページの活用等による建設労働災害防止対策の周知・啓発
　②　建設工事発注機関
　　◎　国土交通省九州地方整備局
　　　　（宮崎河川国道事務所、延岡河川国道事務所、宮崎港湾・空港整備事務所）
　　◎　農林水産省九州農政局（尾鈴農業水利事業所、西諸農業水利事業所）
　　◎　宮崎県（県土整備部、農政水産部、環境森林部、宮崎県企業局）
　　　•工事施工計画段階における安全管理対策の確認及び指導
　　　•現場担当者による安全管理状況の確認及び指導
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　　　•災害発生時の緊急連絡体制の確立及び避難訓練の実施状況の確認
　③　労働災害防止団体
　　◎　建設業労働災害防止協会宮崎県支部
　　　•会員事業者に対する建設労働災害防止対策の要請
　　　•労働災害事例等の情報提供及びリーフレット等の配布
　　◎（公社）建設荷役車両安全技術協会宮崎県支部

•特定自主検査業者の検査時等における災害事例等の情報提供及びリーフレットの配布等によ
る啓発

　　　•会員事業場等が実施する車両系建設機械に係る安全教育に対する援助
６　事業場の実施事項
　①　現場代理人等を中心とした現場での安全衛生活動の充実
　②　経営首脳等による現場パトロールの実施
　③　安全衛生教育の実施
　④　建設三大災害（墜落・転落災害、重機災害、崩壊・倒壊災害）防止対策の徹底
　⑤　ハーネス型安全帯の導入
　⑥　「現場代理人による『安全現場宣言』運動」の取組
７　車両系建設機械等貸与者の実施事項
　①　車両系建設機械、移動式クレーン及び高所作業車等の貸与時における技能講習修了証の確認
　②　労働災害事例等の情報提供、リーフレットの配布等による啓発
８　その他
　⑴　事務局は宮崎労働局労働基準部健康安全課に置く。
　⑵　事務局は必要に応じ、関係機関及び関係団体を招集し、連絡会議を開催する。

２．重大・死亡災害の情報について
　会員事業場において、重機による死亡災害が発生しました。
　宮崎労働局の発表では、県内の建設業における重機による休業４日以上の労働災害が前年同期比で増
加しています。特に車両系建設機械・高所作業車・移動式クレーンによる重機災害が前年同期比で増加
しています。
　会員各位におかれては、今一度、車両系建設機械等の重機、各種作業主任者の資格有無及び職務の遂
行状況についての点検を実施して頂くとともに、経営者及び現場管理者等による安全管理の徹底をお願
いします。

発 生 日 時 発生場所 死傷者 事故の種類 発　生　状　況

平成24年10月 ○○村 死亡１ 墜落・転落 　橋台深礎杭(直径2.5メートル、深さ８メ
ートル)の建設工事において、被災者は、
深礎杭工事の掘削で発生した土石を鋼製
のバケットに入れて、たて杭から積載型ト
ラッククレーンでつり上げ、５トンダンプ
トラックの荷台に移動させたところ、当該
積載型トラッククレーンが転倒し、20メ
ートル下の崖に共に転落した。
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火 薬 保 安 協 会

１．平成24年度火薬類保安検査の実施について
　

　平成24年12月から平成25年３月にかけて火薬類保安検査が実施されます。

　火薬類製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、火薬類取締法第35条に基づき、製造施設又は

火薬庫並びに保安組織及び方法について県知事が行う保安検査を受けなければなりません。

　なお、本年度より、宮崎市内については、火薬類取締法の規制に関する事務が県から宮崎市に権限移

譲された関係で宮崎市長が行う保安検査を受けなければなりません。

　該当事業所については、特に次のことについて事前に確認されるようお願いします。

１　確認事項

　①　火薬庫について

○　保安物件に変化はないか。

○　扉は二重扉で破損はないか。

○　警鳴装置は正常に作動するか。

○　火薬庫の土堤に竹や雑草が茂っていないか。

○　貯水槽の水が減っていないか。

○　貯蔵火薬類が内壁から30cm以上離されているか。

○　火薬庫壁（内壁のベニヤ板）・天井・扉の板が剥がれていないか。

○　接地抵抗が10Ωを超えていないか。

○　火薬庫外壁にひび割れはないか。

○　屋根に破損はないか。

○　換気孔・通気孔に損傷・腐食等はないか。

　②　帳簿について

○　帳簿（火薬庫出納簿など）を備え、取引した火薬類の種類及び数量、取引年月日など記録され

ているか。

　③　保安教育について

　　○　保安手帳の確認（保安講習会を受講しているか）

２．保安検査申請手続きについて
　保安検査申請書を作成し、宮崎県収入証紙41,000円分を貼付して前回の保安検査証の交付を受けた日

から11か月を超えない日までに県消防保安課に提出（郵送可）して下さい。

　保安検査に合格すると保安検査証が交付されますが、少なくとも次年度の保安検査証が交付されるま

では保管しておくようにして下さい。

　なお、本年度より、権限移譲の関係で宮崎市内に火薬庫を所有（若しくは占有する業者は宮崎市（消

防局））に提出して下さい。
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保 証 会 社

１．宮崎県内の公共工事動向（前払保証分）（10月分）
 西日本建設業保証㈱　
 宮　 崎　 支 　店　

Ⅰ．全般の状況  （単位：件、 百万円） 
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
平成２４年度 598 0.3% 16,713 21.1% 2,358 0.3% 85,827 12.5%
平成２３年度 596 9.4% 13,802 ▲11.1% 2,350 0.7% 76,264 ▲13.3%
平成２２年度 545 ▲16.4% 15,521 ▲5.3% 2,333 ▲22.5% 87,991 ▲11.0%

※増減率：当月は前年同月比、累計は前年同期比。以下同じ。

Ⅱ．発注者別の状況  （単位：件、 百万円） 
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
国 54 54.3% 3,845 84.9% 260 28.1% 23,572 34.2%

独立行政法人等 2 100.0% 250 1232.4% 43 38.7% 12,562 21.8%
県 239 ▲11.8% 7,435 5.6% 778 ▲9.3% 24,554 6.6%

市 町 村 295 3.1% 4,988 13.8% 1,247 0.7% 23,600 1.3%
そ の 他 8 166.7% 193 ▲30.1% 30 50.0% 1,537 ▲25.1%

計 598 0.3% 16,713 21.1% 2,358 0.3% 85,827 12.5%

Ⅲ．地区別の状況  （単位：件、 百万円） 
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
宮 　 崎 134 8.1% 5,773 43.4% 538 3.7% 20,263 18.0%
高 　 岡 17 21.4% 220 20.8% 74 ▲17.8% 1,029 ▲24.2%
西 　 都 38 8.6% 673 11.2% 110 2.8% 2,490 2.9%
高 　 鍋 33 3.1% 1,508 154.0% 136 8.8% 7,553 21.1%
日 　 南 39 30.0% 558 ▲2.1% 149 ▲5.7% 4,054 34.5%
串 　 間 20 ▲9.1% 230 ▲41.3% 92 ▲1.1% 1,675 ▲5.0%
都 　 城 53 ▲25.4% 1,136 ▲18.8% 290 1.8% 7,150 ▲3.7%
小 　 林 62 ▲7.5% 1,367 17.8% 248 5.1% 6,072 19.5%
日 　 向 73 ▲8.7% 2,139 10.3% 309 0.7% 18,897 40.8%
延 　 岡 64 30.6% 2,371 40.0% 247 ▲0.8% 13,590 ▲11.3%
西 臼 杵 65 ▲9.7% 733 ▲40.7% 165 ▲8.8% 3,049 0.2%

計 598 0.3% 16,713 21.1% 2,358 0.3% 85,827 12.5%
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　　　　　　　　～年末年始の資金繰りに
　　　　　　　　　　一括現金扱の中間前払金をご活用下さい～

　中間前払金とは当初の前払金40％に加え、更に20％の前払金を請求することができる制度です。
　工期が２分の１を経過し、出来高が50％以上になったときに請求することができます。

＜制度採用発注者＞
　宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、えびの市、串間市、西都市、三股町、高鍋町、
国富町、綾町、木城町、川南町、都農町、美郷町、高千穂町、日之影町、椎葉村、諸塚村、国土交通省、
農林水産省など。
　
＜中間前払のメリット＞
　①　簡単な手続で工事代金が早く受け取れます。

　②　一括現金払出のため、迅速な支払ができます。

　③　保証料が一律０.０６５％と格安です。

　　　例：中間前払金１０００万円の場合、保証料はわずか６５００円です。

＜保証申込時に必要な書類＞
　　１．保証申込書

　　２．使途内訳明細書 （「既済部分の材料費・労務費」として一括現金計上）

　　３．認定調書（通知書）の写し

※認定調書とは、その工事が中間前払の支出要件を満たしていることを発注者が証明する書類です。
　中間前払金を請求可能な時期になりましたら「中間前金払認定請求書（申請書）」に「工事履行報告書」
を添えて発注者に提出して下さい。発注者より「認定調書（通知書）」が発行されます。

平成24年度宮崎県内の中間前払保証実績（平成24年10月末現在）
（単位：件、千円）

発　注　者 件　数 請負金額 増減率(件数) 増減率(請負金額)
国 土 交 通 省 1 16,359 ＜　 ＜　
国立大学法人 4 2,579,850 100.0% 5.0%

宮　崎　県 75 4,190,392 ▲11.8% 1.3%

宮　崎　市 15 793,523 ▲42.3% ▲16.4%

都　城　市 6 150,212 ▲40.0% ▲76.0%
延　岡　市 19 532,248 26.7% 97.9%
小 林 市 1 24,570 ▲66.7% ▲17.2%
串 間 市 1 23,761 ＜　 ＜　
美　郷　町 2 53,025 100.0% 81.1%
そ   の   他 2 81,858 ＜　 ▲18.4%

計 126 8,445,800 ▲12.5% ▲2.0%

２．中間前払金制度のご案内

●問い合わせ先：西日本建設業保証（株）宮崎支店
　　　　　　　　電 話 0985-24-5656　FAX 0985-20-1167
　　　　　　　　URL http://www.wjcs.net/
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３．保証ファクタリングのご案内
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書籍等のご案内
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●大成出版社の建設関係新刊図書のご案内およびご注文受付のお知らせ

改訂３版　建設リサイクル法の解説
編著◆建設リサイクル法研究会　　Ａ５判　　定価2,940円（税込）のところ協会員特価2,646円（税込）
★建設リサイクル法の各条文に施行令、施行規則、解体工事業登録等省令、分別解体等省令、Ｑ＆Ａを
併せて収録して、わかりやすく解説！
条文ごとにその趣旨や内容のポイントを記述、用語の定義や対象建設工事の考え方、書面の記載内容
などの関連するＱ＆Ａもまじえて詳しく解説。

改訂版建設リサイクル実務Ｑ＆Ａ
編著◆建設副産物リサイクル広報推進会議　Ａ５判　定価2,940円（税込）のところ
 協会員特価2,646円（税込）
★建設リサイクル法の内容や改正廃棄物処理法の内容、そして現場で直面する問題を、工事の段階ごと
に体系化して分類・整理しました。
Ｑ＆Ａ方式でそれぞれの疑問点に答えます！

改訂版Ｑ＆Ａ１００で学ぶ建設工事の安全衛生管理
著者◆建設工事安全技術研究会　Ａ５判　４００頁　定価3,885円（税込）のところ
 協会員特価3,496円（税込）
★「地震や津波の被害を受けた建築物等の解体時の安全対策」や「徐染特別地域等における放射線障害
の防止対策」などに対応したＱ＆Ａも新規書き下ろし！！建設工事関係者に欠かすことの出来ない安
全衛生管理の知識をＱ＆Ａ形式で解説！！

労働安全衛生法の計画届Ａ to Ｚ
編著◆村木　宏吉　Ａ５判　１８４頁　定価1,890円（税込）のところ協会員特価1,701円（税込）
★「地震や津波の被害を受けた建築物等の解体時の安全対策」や「徐染特別地域等における放射線障害
の防止対策」などに対応したＱ＆Ａも新規書き下ろし！！建設工事関係者に欠かすことの出来ない安
全衛生管理の知識をＱ＆Ａ形式で解説！！

建設産業の再生と発展のための方策２０１２
編著◆建設産業研究会　Ａ５判　　定価1,680円（税込）のところ協会員特価1,512円（税込）
★平成24年７月に発表された「建設産業の再生と発展のための方策２０１２」を完全収録！！

建設業の紛争と判例・仲裁判断事例－建設業紛争１００選－
編集発行◆公益財団法人建設業適正取引推進機構　Ａ５判　定価4,200円（税込）のところ
 協会員特価3,780円（税込）
★建設業に関する判例・仲裁判断事例を体系的に整理し、100事例を精選して、それぞれの事件について、
事案概要を図式化してわかりやすく説明し、裁判所（審査会）の判断と判決（仲裁）の意義までをま
とめた関係者必携の図書！
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